
 

 

 

全１０ページ中２ページ表示 
    

「財
政
法
」
特
例
公
債
法 

平
成
24
年
11
月
成
立
。
特
例
国

債
の
発
行
額
を
抑
制
す
る
と
と
も

に
、
持
続
可
能
な
財
政
構
造
を
確

立
す
る
よ
う
特
例
国
債
の
発
行
額

を
抑
制
に
努
め
る
前
提
と
し
た
う

え
で
、
24
年
～
27
年
ま
で
国
会
の

議
決
を
得
た
金
額
の
範
囲
内
で
特

例
国
債
の
発
行
を
認
め
る
。 

財
政
の
基
本
を
定
め
る
財
政
法

は
ま
っ
た
く
機
能
し
て
い
な
い
。 

日
本
の
財
政
法
は
、
経
常
経
費

を
借
金
で
賄
う
こ
と
を
禁
止
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
財
政

需
要
に
対
応
で
き
な
い
た
め
、
毎

年
度
、
特
別
公
債
法
を
制
定
し
借

金
を
続
け
て
き
た
。 

特
例
公
債
法
の
扱
い
と
、
機
能

し
て
い
な
い
財
政
法
の
抜
本
的
見

直
し
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
１

９
４
７
年
に
制
定
さ
れ
た
財
政
法

は
目
的
規
定
も
な
く
財
政
規
律
を

守
る
仕
組
み
に
欠
け
る
。 

欧
州
連
合

（Ｅ
Ｕ
）
は
独
立
財

政
機
関
の
設
置
な
ど
を
加
盟
国
に

義
務
付
け
た
。
ド
イ
ツ
は
こ
う
し

た
措
置
を
憲
法
に
盛
り
込
み
、
フ

ラ
ン
ス
は
中
期
財
政
計
画
の
策
定

を
法
制
化
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
は
法
的
な
拘
束
力
を
持
つ
複
数

年
の
シ
ー
リ
ン
グ
を
導
入
す
る
な

ど
抜
本
的
に
改
革
し
た
。 

英
国
で
10

年
に
誕
生
し
た
保

守

・
自
民
連
立
政
権
は
危
機
的
な

財
政
悪
化
に
対
処
す
る
た
め
、

一

部
を
除
く
歳
出
の
25

％
削
減
や
、

増
税
を
盛
り
込
む
財
政
再
建
計
画

を
実
施
す
る
と
と
も
に
予
算
制
度

改
革
を
実
行
し
た
。
新
た
に
予
算

責
任
憲
章
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、

独
立
機
関
で
あ
る
予
算
責
任
庁
を

設
置
し
た
。
法
人
税
率
を
引
き
下

げ
て
も
歳
出
削
減
や
他
の
増
税
に

よ
り
賄
い
、
赤
字
は
拡
大
し
て
い

な
い
。
金
融
危
機
後
の
英
国
の
財

政
赤
字
は
日
本
よ
り
悪
か
っ
た
が
、

現
在
で
は
日
本
よ
り
改
善
し
、
２

０
１
９
年
度
に
黒
字
化
す
る
見
通

し
で
あ
る
。
英
国
は
財
政
再
建
と

景
気
回
復
を
両
立
し
つ
つ
あ
る
。 

日
本
も
平
成
９
年
に
財
政
構
造

改
革
法
を
導
入
し
た
が
、
わ
ず
か

１
年
で
停
止
し
た
。
日
本
は
こ
れ

ま
で
の
失
敗
か
ら
学
習
し
て
い
な

い
。
財
政
政
策
の
検
証
と
評
価
を

柱
と
す
る
日
本
版
財
政
責
任
法
を

制
定
す
べ
き
で
あ
る
。
慎
重
な
経

済
成
長
率
や
金
利
な
ど
の
前
提
、

目
標
か
ら
か
い
離
し
た
場
合
の
是

正
措
置
、
目
標
の
達
成
状
況
の
検

証
、
政
府
の
財
政
政
策
を
検
証
す

る
独
立
財
政
機
関
を
国
会
に
設
置

す
る
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。 

世
界
共
通
の
財
政
再
建
の
方
程

式
は
、
厳
し
い
予
算
制
約
を
課
す

一
方
で
、
裁
量
を
与
え
て
予
算
効

率
化
に
努
力
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

削
減
の
中
身
は
各
省
庁
に
任
せ
少

な
い
お
金
で
効
果
を
あ
げ
る
こ
と

が
最
終
目
的
だ
。 

    
赤
字
削
減
方
法
は
、
歳
出
削
減

を
中
心
と
し
た
財
政
再
建
で
、
先

進
国
で
も
例
を
み
な
い
大
規
模
な

歳
出
削
減
が
実
施
さ
れ
た
。 

歳
入

面
で
は
、
増
税
は
な
く
、
わ
ず
か

に
不
公
平
税
制
是
正
の
目
的
で
課

税
範
囲
の
拡
大
な
ど
が
実
施
さ
れ

た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

平
成
６
年

度
か
ら
10
年
度
ま
で
の
赤
字
削
減

額
８
８
５
億
カ
ナ
ダ

・
ド
ル
の
う

ち
、
７
７
８
億
カ
ナ
ダ

・
ド
ル
が

歳
出
削
減
、 

１
０
７
億
カ
ナ
ダ

・

ド
ル
が
歳
入
増
加
と
、
歳
出
削
減

は
歳
入
増
加
の
７
倍
以
上
と
な
っ

て
い
る
。 

大
幅
歳
出
削
減
の
根
本
理
念
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
歳
出
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
見
直
し
で
あ
る
。 

こ
れ
は

最
も
効
率
的

・
能
率
的
な
歳
出
方

法
を
追
求
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
の
歳
出
を
見
直
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。 

具
体
的
に
は
、

各
省
庁
自
身
に
将
来
の
政
府
支
出

の
優
先
順
位
を
付
け
さ
せ
、
こ
れ

を
ベ
ー
ス
に
大
蔵
省
を
中
心
に
内

閣
が

一
体
と
な
っ
て
調
整
し
、
拘

束
力
の
強
い
財
政
計
画
が
策
定
さ

れ
た
。 

そ
の
際
、
各
省
庁
に
対
し
、

支
出
項
目
に
つ
い
て
次
の
６
つ
の

テ
ス
ト
に
基
づ
き
再
評
価
を
要
請

機
能
し
な
い 

財
政
監
視 

カ
ナ
ダ
の 

財
政
再
建 



 

 

 

し
た
。 

①
国
民
に
求
め
ら
れ
て
い

る
の
か
、
②
政
府
が
提
供
す
べ
き

な
の
か
、
③
連
邦
政
府
に
適
切
な

仕
事
な
の
か
、
④
民
間
に
任
せ
る

こ
と
は
で
き
る
の
か
、
⑤
効
率
を

上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、 

⑥
結
果
と
し
て
残
る
仕
事
に
つ
い

て
財
政
的
余
裕
は
あ
る
の
か
。 

こ
う
し
た
歳
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

見
直
し
に
基
づ
い
た
主
な
歳
出
削

減
策
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
は
公

務
員
の
大
幅
削
減
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

約
32

万
人
の
連
邦
政
府
職
員
の
う

ち
平
成
９
年
度
ま
で
に
民
営
化
や

早
期
退
職
な
ど
で
約
４
万
５
千
人

を
削
減
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。 

運
輸
省
の
場
合
を
例
に
み

て
み
る
と
、
民
営
化
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
で
さ
ら
に
削
減
は
激
し
く
、

職
員
数
は
平
成
11
年
３
月
ま
で
の

６
年
間
で
約
80
％
の
減
少
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。 

第
２
に
、
こ
う
し

た
公
務
員
の
大
幅
削
減
に
も
大
き

く
貢
献
し
た
民
営
化
が
あ
る
。 

国

有
鉄
道
や
国
有
石
油
会
社
ペ
ト

ロ
・
カ
ナ
ダ
の
民
営
化
は
既
に
実

施
さ
れ
た
が
、
今
後
も
航
空
管
制

や
通
信
分
野
で
の
民
営
化
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。 

第
３
に
、
企
業
向

け
補
助
金
の
大
幅
削
減
で
、
平
成

10
年
度
ま
で
に
平
均
６
１
％
削
減

す
る
と
い
う
。 

特
に
、
運
輸

（同

９
９
・
１
％
減
）
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

・

資
源

（同
９
２
・
８
％
減
）、
農
業

（同
４
７

・
４
％
減
）
部
門
で
の

削
減
は
激
し
い
。 

第
４
に
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
の
効
率
化
を
目
指
し
た

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー

（外
局
）
化
が

あ
る
。 

こ
れ
ま
で
複
数
の
省
庁
に

ま
た
が
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
た
サ

ー
ビ
ス
や
州
政
府
と
重
複
し
て
い

た
サ
ー
ビ
ス
な
ど
は
、
新
た
な
エ

ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

具
体
的
に
は

パ
ス
ポ
ー
ト
や
公
園
管
理
、
食
品

検
査
な
ど
の
分
野
で
エ
ー
ジ

ェ
ン

シ
ー
が
設
け
ら
れ
た
。 

こ
の
結
果
、
連
邦
政
府
の
各
省

庁
別
経
費
は
平
成
６
年
度
か
ら
10

年
度
ま
で
の
間
、
平
均
２
１
・
５
％

削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

司

法
行
政
費
や
保
険
関
係
費
な
ど
の

社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
１

０
％
以
下
の
比
較
的
小
幅
な
削
減

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
運
輸
関

係
費

（同
６
９

・
０
％
減
）
や
天

然
資
源
関
係
費

（同
５
８

・
４
％

減
）
、 

教
育
な
ど
の
人
的
資
源
開

発
費

（同
３
９
・
９
％
減
）、
国
際

援
助
費

（同
３
４

・
３
％
減
）
な

ど
で
は
平
均
を
は
る
か
に
超
え
る

大
幅
な
削
減
と
な
っ
て
い
る
。 

カ
ナ
ダ
で
は
所
得
補
助
の
社
会

保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
手
厚
く
、
利

用
者
に
と
っ
て
極
め
て
寛
大
な
も

の
と
な
っ
て
い
た
た
め
、 

社
会
保 

障
関
連
支
出
の
増
大
も
財
政
を
圧 

              

迫
す
る
要
因
と
な
っ
て
き
た
。
今

回
の
財
政
再
建
で
は
、
今
ま
で
な

か
な
か
手
の
付
け
ら
れ
な
か
っ
た

こ
う
し
た
社
会
保
障
関
連
支
出
の

見
直
し
も
行
わ
れ
た
。 

ド
イ
ツ
は
黒
字
化
を
達
成
し
、

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
均

衡
に
向
け
徹
底
し
た
歳
出
削
減
も

図
り
財
政
政
策
は
進
ん
で
い
る
。 

な
ぜ
、
日
本
は
、
自
民
党
政
権

は
大
胆
な
歳
出
削
減
を
し
な
い
の

か
、
で
き
な
い
の
か
？ 

               
 


